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M.リーデノレ教授の講演会

平井俊彦

マンフ νート・リーデル ManfredRiedel教授は. 1936年5月10日に L ツォルトンャ

インに生れ， ライプチヒとハイデルベルクの二つ白大学で学んだ。 1960年にカール・レ

ーヴィット教授のもとで，論文「へーゲル思想における理論と実践」を提出して学位を

得た。その後，ハイデルベルク大学とマールプルク大学で教え. 1970年からエアランゲ

ン・ニ ι ルンベク大学の哲学教授となり，現在にいたっている。同教授白著書および論

文は，発表順に並べれば次のようである。

1， Theorie und Praxis im Denken Hegels， 1965. 

2， Zu皿 Verhaltnisvon Ontologie und politischer Theorie bei Hobbes， 1968. 

3， Wandlungen des Generationsproblems， 1969. 

4， Studicn zu Hcgcls Rcchtsphilosophie， 1969. (清水正徳・山本道雄訳『へーゲ

ル法哲学ーその成立と構造~ 1976，福村出版〕

5， Dilthey und das Problem der Metaphysik. 1969. 

6， Politik und乱1etaphysikbei Aristoteles， 1969 

7， Burgerliche Gesellschaft und Staat. Grundproblem und Struktur uer Hegel-

:;;cherョRechtsphilosophie，1970. 

8， Brecht und die Philosophie， 1970 

9， Positivismuskritik und Historismus， 1971 

10， System und Geschichte. Studien zum historischen Standort von Hegels 

Philosophie， 1973 

11， :v1etaphysik und Metapolitik. Untersuchungen zu Aristoteles und zur poli. 

tischen Sprache der neuzeitlichen Philosophie， 1974 

経歴・著書などは，ズアカンプ社出版の著書 (4と10)にある著者紹介，および40)

邦訳書白訳者あとがきを参照した。

1982年9月下旬にリーデル教授が同志社大学の招璃教授として来日した機会に，経済

学会は法学会，法制史学会近畿部会および京都ドイツ文化センターと共催して， 9月m
日C，Jc)14時から約3時聞の予定で，同教授り講演会を開催することになった。ちなみに，

今回目京都での同教授の講演会は，次のようであった。

1， Dialektik in Institution. Uber die historische und systematisch巴 Struktur
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von Hegels Rechtsphilosophie. 9月22日〈水)，同志社大学法学会

2， Moral-und Rech阻norme:rt Zu einigen Grundfragen ù~r Norrnentheorie 

9月25日(土)，関西法理学研究会

3， Erklaren und Verstehen，日月初日〔日)，現代哲学研究会

4， Freiheit und Verantwortung. Zwei Grundbegriffe der Kommunikativen 

Ethik. 通訳は， M ・フープリヒト，同志社大学客員教授， IP"上倫逸法学部駒教授，

司会は平井，参加者は約50名。

「自由と責任」 コミュユケイション的倫理の二つの基礎概念一報告要旨目

「自由JFreiheitという言葉は，語ることは簡単だが，自由とは何であるかを学問的

に規定する ζ とは，きわめて難Lい。というのも， 自由の問題は，概念的であるととも

に経験的な問題であり，また，理論的であるとともに実践的な問題だからである。さし

あたり，明らかなことはといえば， 自由の問題はわれわれが避けて通れない重要な問題

てあり，現代においては，以前のどの時代とも違った全く新しい様相をおびていること

てあろう。端的にいって，今日，自由自問題は「自由D名のもとでり自由の否定」とい

うアポリアにぶつかっている。 ところで.こりアポリアを解くために，自由の意味をた

だ概念的に考察することにとどまっていては，不可能である。この概念を根本的に考察

すると，かならず「責任JVera!ltwortungという概念に行きつくのであって，責任とい

う概念こそ，自由白問題を解決するための基本的な鍵なのである。

L 問題設定

自由という概念は，従来の思想史を辿ってみれば， その対概念 Gegensatzから導き

出されている。たとえば，ギリシャ古典古代では， 神々の予知 providentiaと人間意

志の自由 voluntalispraescientiaとの対概念がそれであり， 宗教改草期ではキリスト

者の白由と献身， 近代哲学では自然。因果律 Kausalitaeder Naturと人間行為市自発

性 Spontaneitatmenschlichen Handelnsとの対概念がそれである。現代では，この対

立は， コミュエケイ γョンと支配 Kommunikationund Herrschaftのそれとされてい

る。このように，それぞれり歴史D各段階で異った対概念がみられるものの，そこには

一つり共通のアプりオリな概念がある。というのも，神が未来の全ての出来事士子知し，

自然の肉果法則を認識し，現代では「主配から自由なJ社会を先取りするといったこと

が，自由の可能性の条件となっている，といえるからである。

このぱあい，現代における自由，つまり「支配なき社会」または「支配から自由な」

コミュニケイションといった歴史哲学的概念は，前近代的形市上学四神学的存在論り

「神々。予知」とは異ならない，いわば歴史や経験を越えた「超越的概念」であ品。と
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ともに1 自由の概念が，対概念である 般的な自然法則性だとか，一般的な支配従属性

から導き出される，いわば門宵極的な概念」といえよう。 すなわ b，必然性や支配の克

服が向車にお'"代えられるのとおなじ<. 向由の否定からまた必然悼の概念が出てくる

ことも，古典神学的であって，このばあい自由と非自由が裏腹になっている。この点に

ついて!たとえば Th.W アドルノは，次のように指摘している。自由はそれ自体「不

自由と強くかbみ合っているので，自由は不自由によって抑圧されている，のみならず

また不自由の概念の前提ともなっている」と。このばあい，アドルノは法則 Gegetzと

支配とを論理的に同一白ものとみなし，時聞の形式を概念の前提とする。だから，ア F

ルノの否定的弁証法での「自由白モデル」は， 自然と社会を永久に省察し続けることに

陥ってしまう。 この考え方は， H マルグーゼの「偉大なる否定Jだとか， Jハーパー

マスrDf支配からの自由」といコたテーゼに引きつがれている白tある。

このような考え方に立てば，自由の概念は適切に考察できないので， アナ キーな実
.< .. • .1' ~ティータ

践や政治離れの無方向性におもいらざるをえない。自由の消極的概念の名のもとで自由

の杏定がなされるならば，自由は社会の諸国体聞におけるスローガンとなる。一方で，

自由は現代世界の基本的価値だと主張されるとともに，他方で階級利害によって全く無

用だとされて Lまう。このような状況から脱出するためには， 自由の棋士十使用しうる

ためり前提，つまりその論理的かっ解釈学的な概念の場が何かを明らかする， とともに，

概念的な場を移動させることの当否を論じなけばなるまい。こうした議論は， H. Krings 

の著作にみることができる。 グリングスはここで自由の様々な「根拠づけの地ふけを区

分L.，楳念的解明りさまざまな地平を述べている。 すなわち， 現実的自由 realePrei_ 

heit，実践的自由 praktischeFreiheit，超越的自由 tranzendentaleFreiheitの三つの

地平が，それである。まず，最初に人聞のあらゆる政治的・社会的・個人的自由の総体

を含んでいる，現実的自由を取りあげよう。

2，現実的・政治的自由J 解放 Befreiungの問題

自由。概念について論争がおこるのは， 自由と解放の三つの概念が混同されるからで

ある。もL.，近代社会が支配の拡大と捉えられるならば， 自由とは支配からの独立，つ

まり従属・抑圧かbの解放とみなされるであろう。この用語法からすれば，自由とは，

本来的iこは奴隷を解放する行為であり， 派生的には植民地を本国から「自立JEmanzi. 

pation .'dせると kを意味する。と号したスローガンが，向由主取りちがえられている。

このばあい，自由とはその本性上，人間に先天的に備わっているものではなく，自由で

あるためには，人間は自由にならねばならないという個人と人類。歴史の経験が，問題

なのである。また，自由を解放というスローガンにおきかえれば， 自由は単に消極的な

概患にとどまる。だが，自由はたえず特定の場〈位相)， たとえば，政治的，法律的，
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教育的な場2ニ結びつかねば，具体的なものとらない。これら三つの場の属性から切りは

なされると，自由り概念は無位相的 ortlosなものとならざるをえない。

「政治的自由」とは何か。この自由はけっして「解放」とし、う行為に遡ることによっ

て説明できない。むしろ，自由とは規範的行為であることを承認し， r国家」という基

本的な政治制度を媒介してはじめて保証されるのである。だから，政治的自由とは，国

家からの自由 Freiheitvom Staatではなく，国家のなかでの自由 Freiheitirn Staat 

である。自由と支配とは論理的には具った種類Dもりであって，自由はけっして支配の

否定でも肯定でもない。法的にも自由は支配を超越するものではな<，支配に内在する

概念であって，カントでいえば，支配(法〉と自由との一致である。本来的意味での人

権は，特定の階級や集団による強制的支配からの独立ということだが， このぱあいの自

由も，法として実定化されるばあいにのみ，現実のものとなる。真に自由になるために

は，全ての市民が国家の制定法に基づいて向由本-，"，張する必要がある。だからといって，

政治的自由は積極的に，法の制定だともいえない。 というのも，市民はかれ自身の是認

できる制定法白ほかには，服従しなくてもよいという権利をもっているからだ。

自由な法治国家とは，解放を約束する国家ではなくて，人権回主張によって自由を可

能にする園家であり， こり点で人権を抑圧する他。支配形態から区別される。この点で

は，西側自由主義国家も東側社会主義国家も，国連の人権のカタヨーグに照してみれば，

憲法上の問題を残している。だが，人権は制定法。条文によって決まるのではな<，現

実に国家がどのような態度をとるかによって決まる。国家が自由な法治国家に値するの

はj たとえば，国外移住権を認めているかどうかによる。というのも，政治的自由とは

市民が支配から自由になることではなくて，支配を選択する ζ とが可能であることだか

らである。

3 超越的自由とコミュニケイション的自由 KommunikativeFreiheit，自由であるこ

との問題

現実的自由とは，国家が証すべき政治的に可能な自由回現実的な在り方であるが，そ

れは技術的・制度的な前提に支えられている。この制度は歴史的に獲得されたものであ

るから，また，同時に喪失するものである。こうした自由の現実的形態は，世代が交代

するにつれ，また世界情勢D変化につれて動くものである。これに対L，歴史的(時間

的〕条件にも，社会的〈客観的〉条件にも左右さわしない無条件的な自由がある。 ζ れが

コミュユケイション的自由 KommunikativeFreiheitである。 この自由は， 人格とし

ての人間の自己自身に対する自由な態度に基づいているので，人格的自由 personale

Freiheitと呼ぶことができる。

こり自由は，現実における自由と具り，理念になかの自由 Freiheitin der Ideeであ



岨Q
U
 

2
 

第130巻第3・4号

って歴史的・社会的な条件によって影響吉れない自由である。それは解放のためり闘争

の基礎ではあるが，国家の制定法とは無関係である。つまり， この自由は国家の制定法

によって保証されないし，また，それによって排除されもしない自由である。

自由には』 これら二つの種類があるのだが，現実性と超越性との二つの要素のから

み合っている領域の自由がある。 それは， 意欲 Wollen と結びついている実践的自由

戸時国cheFreiheitである。 というのも，意欲は法則へと向う面と，法則から離れる

面をもっているからであるロいわば，意欲D超越的法則性 tranzendcntaleGezetzlich-

keit des Wollensとでも呼びうるもので，カ γ トでいえば道徳性 Moralitatの立場であ

る。たとえば，道徳的価値判断である普悪による行為の評価がこれであって，それは単

に経験的・時間的に制限されず，存在を超えて妥当するもりである。この点では実践的

自由は超越的自由に似ているが，同時に，超越的自由は実践的自由のなかではじめて実

現きわ品。カントの『実践理性批判』についてみわ 1:1'.決的に構成きわた定言的命決が

司時に，実践的判断の原理として作用しているのである。こうして，行為主体はこの実

践的自由のなかでは，制定法を意識しなくても，人格として自己を定言的命法に従って

行為するといえよう。

4. 白由，帰責 Zu目 chenbarke叱責任 5 帰責と責任 6 自由の基礎として白

責任.

実践申立場においてはz 複数の人格が相互に関わりをもち，働きかけ合う(コミュよニ

ケイション〉する。このばあい，行為の基にある意欲には，定言的に命じられる法則性

が作用している。一般的に道徳性白立場かもみれば，行為者が制定法にかかわる仕方は

といえば，主観的には法に対する遵守の感覚であり，客観的には義務の思想である。こ

れら二つの領域のいわば中間に， コミ品エケイション的自由の領域があって I責任」

という機意はこの領域に照応する。責任とは，命令や義務とはちがって，人格と人格と

の聞の相互の関係や要求と結びついている概念である。より立らいっていえば，事物へ

の態度を媒介Jとして人聞が他の人聞に対していかに相可に対応するのか之いう， コミュ

ニケイション的概念なりである。たとえば，ある人がある要求を満していないならば，

彼はこれを弁明する責任があるし，また，他の人もある人に対してはそうである。こう

した相関関係は人聞に嗣有田吉芦関係に基づいており，責任とは対話と同じく，自己が

他者に対して答えることであるロ

ところで，我々が何に対して自由であるかは，何に対して我々が責任をとるかによっ

て決まる。責任なしに，自由は存在しない。なぜなら，人聞が自ら自由であるのほ，他

。人に対して自由であるばあいのみである。このばあい，人格的な自己責任を絶対化し

て.行動によっていかなる結果が生ずるかを無視すれば，それは単にウェーパーのいう
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「心情倫理」におもいることとなるし，かといって，心情を無視して結果だけで責任を

決定すQ ことも一面的である。道徳と政治とも心情倫理と責任倫理とを分離すれば，

これこそ，へ-!Tルのいう抽象的悟性におもいらざるをえない。責任を自覚している人

は，つねにこの両面をかねそなえていなければならない。

討論とコメント

報告に対L..， trnnzendentale Freiheitの訳語として「趨超的自由」ではなく「超越

論的自由」ではないのかといった質問が出された。超越的といえば，現実から離れると

いう消極的な意味が前面に出て， カントの先験的な叡智的な意味が薄れてしまうからで

ある。だが， この要約では消極的意味と積極的な意味との二面をもつものとして"超

越的自由」とした。 ιのζ とは， 超政治 (Meta-politik) も同じであって，消極的には

「政治離れム「政治的無関心」であり，積極的には先験的な観念的原理からの「現実政

治への批判」をあわせて意味することを断っておきたい。

最後に，報告に関し当日の討論内容から離れるかもしれないが，簡単にヨメントを記

しておこう。私自身の問題関心はといえば，報告自狙いの一つに，フヲンクフルト学派

の自由に対するリーデル教授り批判があると思われる。たとえばz リーデル教授によれ

ば，ハーパーマス教授の「支配からの自由」や「生活世界」の概念は， システムまたは

社会体制から切断されたカントの叡智界のイデ ではないDか。そうだとすれば， 自由

は超越〔論〕的自由であって，具体的に政治的自由に結びつかないユートピアに終るの

ではないか，とし、う批判である。このことは，報告のなかでフヲンタフルト学派。メタ

ポリティークを「政治離れ」というネガティプな側面から阜ているこ ιからもうかがえ

よう。のみならず， こうしたイデーと現実，生活世界とシステムという三元論的見方は，

古典古代からョーロッハ思想史に伝統的なもの，つまり法則性と自由意志とを対立させ

るものであって，フランクフルト学派白批判的理論はかえって伝統的理論におちいっτ

c、るとでも，いっているかD ょうである。

たしかに， リーテル教授のこの指摘は一面では当っているといえよう。ことに，現実

的自由について，自由は実在に措定され・法や制度と Lて定立され gesetztされないか

ぎり，有効性をもちえないというとき，へーゲル主義者四一面をうかがわせる。だが，

フランクフルト学派の批判的理性をこうむような抽象性・否定性として由み捉えること

は，また，一面的であろう。というのは，それはつねにヘーケ勺レ主義的なイデーと現実

との融和や和解について批判するからである。ことに， リーデル教授についていえば，

自由は支配からの自由ではなくて，多様な支配の選択であるというとき，一且選択した

支配体制への従属白義務を意味しないであろうか。そうだとすれぼ，晩年のへ ゲルが
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プロイセン国家体制に，最高の合理性を読みとったのとなんら異なるところはないであ

ろう。むしろ，こうした既成性ιたいしτたえず異議士申L-iL-Cる批判的理性は，単な

る否定性を超えて積極的意義をもつものと評価すべきである。たしかに， リーデル教授

もまた，この点をみているようである。ハーパーマス教授の立場を超越的自由の積極的

な要素とみなし，その批判性を汲み上げるとき，こういえよう o だが， リーデル教授の

基礎にある実践的理性または自由のなかで，批判的理性四提起した問題が解けるりかど

うか，さらに検討を要する問題であろう。

中国・社会主義史研究者との討論 交流会

平井俊彦

1982年 9月21日に，社会思J由史学会の世話で，中国共産党中央マルクス・エンゲルス

著作編訳局を中心とする研究者グループ5名が来日し，約20日間にわたって，わが国の

研究者との交流をおζ なうことととなった。この機会をとらえて， 10月 7日〈木)，午后

7時より，京大会館で，経済学会は比較社会史研究会と共催で，討論・交流会をおこな

った。

中国の研究者の名は，次の通りである。

林基洲〈団長 1929年大連市に生れる，中央編訳局副局長。 51年より， rスターリン

全集j，rレーニン全集j，rマルクス・エンゲルス全集』の翻訳と研究に従事。主な研

究テーマは「ロシア共産党史とレーニンの思想ム

李宗局 1925年寧夏省に生れる，中央編訳局国際共産主義運動史研究主任。 50年代より

上!DO)著作の翻訳と研究， 60年代より困際共産主義運動史の研究に従事。廿究テーマ

は， i第 2インターとドイソ社民党史j， iヨミソテルンとソ連共産党史ムベルンシ

ュタノンとカウッキー，ローザの研究。

周懇庸〈女性) 1932年四川省に生れる，中央編訳局副研究員。研究テーマは「第2イ

ンターとドイツ社民党史j，ベルンシュタインなどの著作白編集。

程人乾 1931年江蘇省に生れる，山西大学副学長，歴史学教授。 1960年にワル Y ャワ大

学で歴史学修土，専攻はポーランド史， ドイツ史とソ連史。著書に『ローザ・ルグセ

ンプルク~， f19世紀ボ ランド人民の抗露独立闘争」など。

揚国光(兼通訳 1932年台湾に生れる，外交出版局研究員，研究テーマは，ローザの

思想的研究。

訪日にあたり，報告テーマ， 1 iローザ新評価D二つの問題j， 2 iローザD組織論の
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観点についてJ. 3 Iローザと中国J. 4 I中国におけるローザ研究の現状J. 5 Iロー

ザの民主と民生集中制論J'!:用意してきたが，京都で白討論・交流会では，テーマを特

定せず，中国と日本との#研究者が相買の見解を表明する ζ ととした。 (1) 現代中国で

ローザを研究する意義はなにか，また，ローザをどのような視角から捉えるのか. (2) 

社会主義社会の建設が終っている中国で，マノレクス・エンゲルスの著作を翻訳し，研究

する意義はどこにかかわるのか. (3) 現在D中国でどこまで社会主義者や思想家の翻訳

や紹介がすすめられているか. (1) ロ』ザにからめて，市民的自由中個人主義をどのよ

うにみるのか. (5) 中ソ対立は解消するか，などいくつかの問題が討議された。


